
働く父親のためのハンドブック 

父親の子育て、応援します！ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

１休暇等の制度 

     出産 2 週 8 週    1 年 1 年 6 月   3 歳 
       

       

       

       

       
      

       

 

             
 
  小学校       中学校  義務教育終了 

    ＜取得可能日数＞ 

5 日以内 

    
2 日以内 

   
1 日 2回各 1 時間以内 

    

子の看護等休暇 

5 日（２人以上 10日） 

家族看護休暇 

家族休暇の範囲内 

    

    
家族休暇の範囲内 

 

 

★ 子育て行事スケジュール（メモ） 

行事 予定 備考 

お七夜 

お宮参り 

乳児健診 

1 歳誕生日 

1歳6か月健診 

七五三 

年   月   日 

年   月   日 

年   月   日 

年   月   日 

年   月   日 

年   月   日 

年   月   日 

年   月   日 

年   月   日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

愛知県では、職員が安心して仕事をしながら子ど

もを生み育てることができる職場の実現のために、

職員が様々なかたちで子育てに参加できるような

環境整備を行ってきました。 

 その結果、男性職員の育児に係る休暇の取得率は

９割を超えてきています。 

（２０２４年度 ９８．１％） 

また、男性職員の育児休業の取得率も増加傾向に

あります。 

（２０２４年度 ８４．５％） 

育児休業等に不安を抱かれている方もこの「働く

父親のためのハンドブック」をご覧いただき、今ま

で以上に子育てへの関心を深めていただければと

考えています。 

 職場ではそれぞれが持つ能力を最大限に生かし

て仕事を行い、プライベートでは、家族と助け合い

ながら毎日をくらしていく。 

このハンドブックが少しでもあなたの毎日の暮

らしの助けになれば幸いです。どうぞご活用くださ

い。 

1-2 利用できる休暇等の制度（解説） 

①育児参加休暇 

職員の妻が出産するとき、当該出産に係る子又は小学校就

学の始期に達するまでの子（妻の子を含む。）を養育する場

合に取得できる休暇です。日／時間で取得可。 

②妻の出産補助休暇 

妻の出産に伴い入退院の付添い、出産時の付添い又は出産

に係る入院中の世話、子の出生の届出等を行う場合に取得で

きる休暇です。日／時間で取得可。 

③育児時間 

生後１年６月に達しない子を育てる場合（当該子の母がそ

の子を常態として育てることができる職員を除く。） に取得

できる休暇です。時間／分で取得可。 

→添付書類：育児時間を必要とする理由書 

④育児休業 

３歳に満たない子を養育するため、育児休業することがで

きます。妻が専業主婦や育休中でも取得可。 

→申請書：育児休業承認請求書、出生証明書等 

⑤育児短時間勤務 

小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、育

児短時間勤務をすることができます。 

 

→申請書：育児短時間勤務承認請求書、育児短時間勤務計画書、

出生証明書等 

⑥部分休業 

小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、１日

２時間以内（３０分単位）又は１年度 10日以内（１時間単位）

で部分休業をすることができます。 

→申請書：部分休業申出書、第一号部分休業包括承認請求書

（又は第二号部分休業請求書兼処理簿）、出生証明書等 

⑦子の看護等休暇 

負傷し又は疾病にかかった中学校就学の始期に達するまで

の子の世話を行う場合、子に予防接種・健康診断を受けさせ

る場合、感染症予防のための学校の休業等に伴う子の世話を

行う場合に取得できる休暇です。日／時間で取得可。 

⑧家族看護休暇 

負傷し又は疾病にかかった家族（子）の看護をするために

取得できる休暇です。日／時間で取得可。 

⑨子の参観 

子の在籍する学校等が実施する行事に出席する場合に取得

できる休暇です。日／時間で取得可。 

→添付書類：実施を証明する文書（学校からの通知文等）の提示 

 
☆子育て連絡先メモ☆ 

○子どもが病気になったら！ 

▼かかりつけの病院・診療所 

 

 

 

 

           電話      

▼救急医療機関 

 

 

 

           電話      

※「こどもの救急」http://kodomo-qq.jp 

では症状に応じた対応を確認できます。 

○子どもの所在地 

▼保育所・幼稚園・小学校・学童保育等 

 

 

           電話      

小児救急電話相談（毎日19～23時） 

#8000か052-962-9900 

父親になる・子育て中

 

所属名： 
 
氏名： 

育児参加休暇 

「はぐみん」は愛知県の

子育て応援マスコット・キ

ャラクターです。「育み・

育む」という言葉と、抱き

しめるという意味をもつ

「Hug」という言葉から命

名されました。 
家族 

看護 

出産補助 

休暇 

育児時間 

育児休業（子が３歳になるまで） 

育児短時間勤務、部分休業 

子の看護等休暇 

学校等が実施する行事（子の参観、入学式等）に出席するための休暇 

http://kodomo-qq.jp


２ 出産後の主要な手続き一覧 

※１ 2026 年 4 月からは 13,000 円 
 
 
※２ 事実発生日の翌日から１5 日経過後に届出した場合は、届出

受理日の属する月の翌月分から支給 
 
※３ ３歳以上高校生年代まで  月額 10,000 円（第１・２子） 

第３子以降        月額 30,000 円 
 

※４ 月の後半に出生した場合で、出生日の翌日から 15 日以内に
請求をしたときは、出生日が属する月の翌月分から支給 

  月の初日に生まれた子も、翌月分から支給（扶養手当とは取
扱いが異なる。）             

手続 出生届 扶養手当 児童手当 

提出先 市区町村 総務事務センター 

必
要
書
類 

・出生届 
・出生証明書 
※詳しくは市
区町村へ 

・扶養手当 
（登録）★ 
・続柄が記載さ
れた住民票等 

・児童手当(登録)★ 
・世帯全員の続柄がわ
かる住民票 
・所得証明書 

金額 － 
月額11,500円 

※１ 

月額 15,000 円 
（3歳未満、第1・2子）

※３ 

そ
の
他 

出生の日から
14 日以内に
提出が必要 

・事実発生日の
属する月の翌
月(月の初日の
ときはその月)
から支給 ※２ 

○「給与」→「扶
養手当」 

・請求日の属する月の
翌月分から支給 ※４ 
・増額の場合は、所得
証明書は不要 
○「児童手当」→「児
童手当」 

 

 

 

※なお、育児休業の場合は、共済の掛金を免除する手続きが必要になります。また、育児

短時間勤務、部分休業の場合は、職員からの申し出により標準報酬月額を改定することが

できます。 ○「基本機能」→「帳票ダウンロード」→区分「福利厚生（知事）」 ⇒“育

児休業掛金免除申出書”“標準報酬育児休業等・産前産後休業終了時改定申出書” “３歳

未満の子を養育する旨の申出書” を総務事務センターまで。 

手続 
扶養認定 
(保険証） 

出産費・家族出産
費(附加金) 

育児休業手当金 

提出先 総務事務センター 

必
要
書
類 

・被扶養者申告書
☆ 

・出産費等請求（登録）
★ 
・直接支払制度の合意文
書の写し 
・明細書の写し及び領収
書の写し 
・出産年月日、児数が確
認できる書類（明細書で
確認できる場合は不要） 

・育児休業手当金（登録）
★ 
・辞令の写し 
・給与支払証明書 
※一定の条件を満たすと、

「育児休業支援手当金」の

申請が可能（詳細は職員厚

生課 共済給付Gまで） 

金額 － 500千円（出産費） 
30千円（附加金） 日額×日数 

そ
の
他 

・扶養手当を申
請しない→戸籍
謄本、扶養理由
書等要 
○「福利厚生」
→「福利厚生（知
事）→「組合員
証」→「被扶養
者申告書(認
定・取消）」 

・直接支払制度利用せ
ず→出産証明書等☆要 
・附加金は請求により
自動払い 
○「福利厚生」→「福
利厚生（知事）→ 
「給付金」→「出産費
請求」 

・子が１歳に達する日
まで支給 
（延長の場合等は、別
途手続必要） 
○「福利厚生」→「福
利厚生（知事）→「給
付金」→「育児休業
手当金（休業中）
請求」 

５ Ｑ＆Ａ 

Ｑ１．職員の妻が産休期間中、男性職員が育児休業を取得す

ることはできますか。 

Ａ１．妻が産休中でも育休を取得することができます。 

 なお、育休は原則 2 回まで取得可能であり、この原則 2 回

までの育児休業に加え、子の出生後 8 週間以内に育児休業

を 2 回まで取得できます。 

 

Ｑ２．夫婦で同時に育児短時間勤務をすることはできます

か。 

Ａ２．同時期に育児短時間勤務をすることができます。 

 また、「職員→配偶者→職員」のように夫婦で時期をずらし

て交代で育児短時間勤務をすることも可能です。 

 

Ｑ３．子の看護等休暇は、子どもが２人以上いる職員の場合

には１０日付与されるとききましたが、1人につき1０日使

用してもよいのでしょうか。また、夫婦とも県職員である

場合は、付与日数は調整されますか。 

Ａ３．10日以内であれば、対象者ごとの上限日数はありませ

ん。また日数の調整はなく、夫婦それぞれに５日（子が2人

以上の場合は10日）与えられます。 

 

☆子育て関連情報のご紹介☆ 

 

３ 子育て中の給与制度の仕組み 

 育児休業中 育児短時間

勤務 

部分休業 

給料 支給なし 

※育児休業手当

金、育児休業

支援手当金の

支給あり 

勤務時間数に

応じた額 

※育児時短勤

務手当金の支

給あり 

休業時間分を

翌月に減額 

※育児時短勤

務手当金の支

給あり 

地域手当 支給なし 勤務時間数に

応じた額 

休業時間分を

翌月に減額 

扶養・ 

住居手当 

支給なし 減額なし 減額なし 

期末・ 

勤勉手当 

算定期間内に

勤務した期間

があれば、実績

に応じ支給 

勤務時間数を

考慮して在職

期間を算定 

算定期間内の

休業取得日が

90日を超え

る場合は、勤

勉手当を減額 

退職手当 当該期間の一部を勤続期間か

ら除算 

減額なし 

 

４ 本県が行っている子育て応援の仕組み 

① 時間外勤務及び深夜業の制限 

 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員は、

所属長に対して、次の勤務を命じないよう請求することが

できます（災害その他避けることのできない事由に基づく

臨時の勤務を除く）。 

（ア）深夜勤務（22 時～５時までの間における勤務） 

（イ）全ての時間外勤務 

（ウ）２４時間／月、１５０時間／年超の時間外勤務 

 

②時差出勤 

 10 パターンの時差出勤を行うことができます。 

③全庁一斉定時退庁日 

毎週水曜日、毎月19日(はぐみんデー)及び 

期末手当又は勤勉手当支給日を全庁一斉定時 

退庁日と定め、庁内放送などを実施して職員 

に定時退庁を呼びかけています。 

④『月
つき

１
いち

はぐみん年休』運動 

 子の出生時・子育て期の職員は、月１日以上、育児参加・家

庭との両立のための年次休暇をとることを推奨しています。 

６ 子ども・子育てに関する地域貢献活動 

 地域の防犯活動や非行防止、子育て支援活動を行う地

域の会や、子ども会、町内会などに、積極的に参加して

みましょう。 

 

 

 

 

 

 

～参考サイト～  

「あい・こどもネット」 

愛知県のＮＰＯなどの団体が実施する子育て支援情報を掲

載したサイトです。「父親の子育て」というカテゴリがあり、

地域や子どもの年齢から、子育て支援団体・取組を探すこと

ができます。 

http://aichi-kodomo.sakura.ne.jp/category/aikodomonet/ 

 

おわりにかえて 

子育ては、自分ひとりでできるものではありませ

ん。パートナーである妻や家族、地域の人、保育所

や幼稚園の先生等々、様々な人がかかわりあってで

きていくものです。 

 かかわりあってできていくという意味では、仕事

や毎日の暮らしと同じ。子育て期間に養ったチーム

ワークや時間管理術、決断力は、これからの大きな

資産になること間違いありません。 

 すべての職員が安心して仕事をしながら子ども

を生み育てることができる職場の実現のために、男

性職員だけでなく、様々な人に利用していただける

と幸いです。 

 

 
 

２０２５年１1 月 

愛知県人事局人事課 

 

▼はぐみんカード 

https://www.pref.aichi.jp/kosodate/cgi-script/card/

premium/index.cgi 

「はぐみん優待ショップ」で、商品の割引や粗品

の進呈など、様々な特典が受けられます。 

▼あいち はぐみんネット  

https://www.pref.aichi.jp/kosodate/hagumin/ 

愛知県の子育てに関する情報を掲載しています。 

▼「子育てハンドブック お父さんダイスキ」

のスマートフォン向けアプリケーション 

父親の育児の参考となり、また子どもの成長を記

録することができるアプリケーションです。詳し

くは、「あいち はぐみんネット」へ   

～愛知県福祉局子育て支援課 

▼NPO 法人ファザーリング・ジャパン 

https://fathering.jp/index.html  

“笑っている父親を増やすこと”をミッション

に、ファザーリングスクールの開催や、「さんき

ゅーパパプロジェクト」などお父さんの子育て支

援事業を実施しています。 

 

総務事務システムで直接入力するものには★を、ダウンロードするも

のには☆をつけています。（○は総務事務システムの項目） 

私は 
 

に取組みます！ 

に

 

http://aichi-kodomo.sakura.ne.jp/category/aikodomonet/
https://www.pref.aichi.jp/kosodate/cgi-script/card/
https://www.pref.aichi.jp/kosodate/hagumin/
https://fathering.jp/index.html

